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定期預金の利子は受動的所得に該当しないという主張が認められた事例

納税者が行った取引

日本の海運会社である納税者が間接的に全株式を保有するシンガポール子会社（本件子会社）は、外航海運業を営んでおり、船舶を調達するた

めに多額の手元資金を必要としていた。そこで、自らの事業収益を原資とする資金を、満期を1年以内とする定期預金に預け入れて手元資金を準備
すると共に、当該定期預金の利子を受け取った。納税者は、当該利子をCFC税制に係る受動的取得として合算せずに、法人税の申告をした。

税務当局の指摘

本件子会社はCFC税制に係る経済活動基準を全て満たしているため、納税者は、本件子会社の所得を全て合算する必要はないが、受動的所得に
ついては合算しなければならない。当該定期預金の利子は、「その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金・・・の利子」（措法66条の6
第6項2号括弧書）に当たらないから、受動的所得に該当する。したがって、納税者は、当該利子を合算して、法人税の申告をすべきである。

弁護士意見書の概要

同号が「その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金・・・の利子」を受動的所得から除外した趣旨は、業務の通常の過程で生ずる預

貯金利子を利用した租税回避は想定し難いからである。本件子会社は、そのビジネス上、事業用資産である船舶の購入に充てるために多額の手元

資金を準備しておく必要がある。そのため、自らの事業収益を原資とする資金を銀行に預け入れることは常識的かつ合理的であり、本件子会社の事

業に必然的に伴う活動である。

また、定期預金は、普通預金よりも有利であり途中解約も可能であるから、利用時期が未確定である資金を定期預金として預け入れることは、営利

企業として合理的であり、資産運用的な所得を外国子会社に付け替えるような租税回避とは無縁の行為といえる。したがって、当該定期預金の利子

は、「その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金・・・の利子」に当たるから、受動的所得には該当しない。

納税者を防御する盾

最近のCFC税制に関する税務調査では、外国子会社が受けた定期預金の利子を受動的所得として合算すべきと指摘する例が増えている。定期預
金の利子が受動的所得に該当するか否かは、それが「その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金・・・の利子」に当たるかどうかにかかっ

ているが、その意味するところが必ずしも明確ではないため、争いが生じやすい論点となっている。

本件では、弁護士意見書を提出することにより、税務調査の段階で納税者の見解が認められて申告是認となった。納税者としては、できることなら、

課税処分を受けるのを避けたいはずである。そのための手段として、私たちは、納税者の見解が認められるべき理由の詳細を書面にまとめて、証拠資料

と共に税務調査官に提出することをお勧めしている。

それも、出来る限り、税務訴訟における準備書面のような質・量のものを提出するのが効果的である。ポイントは、税務調査の段階から、前倒しで議論

することに尽きる。前倒しの対策こそが、納税者を防御する盾になるというわけである。

CFC税制に関する弁護士意見書の成功事例

Key Takeaways

◼ 課税処分を受けるのを避けるための手段として、私たちは、納税者の見解が認められるべき理由の詳細を書面にまとめて、証拠資料

と共に税務調査官に提出することをお勧めしています。

◼ それも、出来る限り、税務訴訟における準備書面のような質・量のものを提出するのが効果的です。

◼ 今回は、最近の成功事例として、CFC税制に関する弁護士意見書の事例をご紹介します。



税務係争は課税処分から納税者を防御する手段です

税務係争サービスの案内

デロイトトーマツは、税務係争を通じて、課税処分から納税者を防御します

デロイト トーマツには、反論書・弁護士意見書の提出から審査請求・税務訴訟の代理まで包括的にサービスを提供して、課税処分から納税者を防

御することにより、税の問題を解決した実績があります。
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最初のステップは反論書

納税者が、税務調査において、

税務当局との見解の相違に直

面したときは、納税者の見解と

その理由をまとめた反論書を提

出するのが、最初のステップとな

ります。

反論書が有効なケース

例えば、調査官の指摘に対し、

①法令・通達だけでなく、判例・

裁決も踏まえて反論すべきケー

ス、②調査官による契約書の解

釈や事実認定が誤っていると反

論すべきケース、③税法以外の

法令解釈も必要なケースでは、

反論書の提出が有効です。

また、④今後想定される指摘に

備えて、予め反論書を作成して

おくことも考えられます。

反論書サービス

デロイト トーマツは、発注時に頂

いた資料から分かる事実関係を

前提として、納税者名義の初

期的な反論書を、定額報酬で

スピーディに提出します。

あらゆる日本の税目に対応可

能です。調査官との協議や、追

加反論書の提出にも、時間報

酬で対応します。

税務調査対応の切り札

反論書を提出しても見解の相

違が解消されないときは、弁護

士意見書が切り札となります。

納税者の見解が認められるべき

理由を詳細に説明する弁護士

意見書を証拠と共に提出して、

課税処分を回避できたケースが

増えています。

弁護士意見書が有効なケース

特に、①どうしても譲れない重

要論点について、単に反論書を

提出するだけでなく、調査官と

協議して、必要に応じて追加意

見書を提出し、何としても是認

させたいケース、②認められなけ

れば審査請求や税務訴訟をす

ることも辞さないケースでは、弁

護士意見書の提出が有効です。

弁護士意見書サービス

デロイト トーマツは、弁護士名義

の意見書の提出だけでなく、調

査官との協議や追加意見書の

提出も含め、成功報酬又は時

間報酬で包括的に代理して、

課税処分の回避に努めます。

サービス提供前に、納税者の見

解が認められる可能性がどの程

度あるかを検討します。

税務におけるスピークアップ

税務当局が課税処分を下した

ときは、納税者は、審査請求を

して、行政庁としての最終判断

を求めることができます。審査請

求は、税務におけるスピークアッ

プの手段といえます。

審判所は、納税者と税務当局

の見解をよく聞いた上で、証拠

に基づき判断します。

審査請求の流れ

処分通知を受けた日から3カ月

以内に審判所に審査請求をす

る必要があります。

審判所では、反論書等のやり

取りが、通常3～4回程度行わ

れます。 裁決までの期間は、お

おむね1年程度です。

課税処分を取り消す裁決が下

された場合、税務当局は裁判

所で争うことはできません。

審査請求サービス

デロイト トーマツは、納税者の審

査請求を、成功報酬又は時間

報酬で包括的に代理して、課

税処分の取消しを目指します。

書面の作成、面談への出席、

審判官との協議を含め、全ての

審査請求手続に対応します。

更なるスピークアップの手段

審判所が棄却裁決を下したとき

は、納税者は、税務訴訟を提

起して、司法の判断を求めるこ

とができます。税務訴訟は、更

なるスピークアップの手段です。

裁判所では、誤った税法解釈の

是正も可能です。

税務訴訟の流れ

裁決があったことを知った日から

6カ月以内に税務訴訟を提起

する必要があります。

第一審では、準備書面のやり

取りが、通常5～6回程度行わ

れます。 判決までの期間は、1

年半程度です。控訴審では、

判決までの期間は、おおむね1

年以内です。上告審では、判

決までに1年以上かかる場合が

あります。

税務訴訟サービス

デロイト トーマツは、納税者の税

務訴訟を、第一審、控訴審か

ら上告審まで、成功報酬又は

時間報酬で包括的に代理して、

課税処分の取消しを目指します。

書面の作成、弁論期日への出

席、証人尋問を含め、全ての訴

訟手続に対応します。



税制改正要望は課税ルール自体を変える手段です

税務係争・税制改正要望サービスの実績

3

デロイトトーマツには、税務係争・税制改正要望を通じて、税の問題を解決した実績があります

デロイト トーマツは、税の問題をできる限り早く解決することを心がけており、受任・関与した多数の案件において、税務係争・税制改正要望を通じ

て、税の問題を実際に解決しています。税の問題を解決した最近の実績の例は、次のとおりです。

税制改正要望サービスの案内

デロイトトーマツは、税制改正要望を通じて、課税ルール自体を変えるサポートをします

デロイト トーマツには、納税者に対し税制改正要望の助言をし、課税ルール自体を変えることにより税の問題を

解決した実績があります。

税の問題を解決した実績で選ばれています

立法

税の

問題を

解決

税制改正要望が有効なケース

現行の課税ルールに問題があったとしても、税務当局がその課税ルールに基づいて課税処分を下してしまうと、

税の問題を司法的に解決することは容易ではありません。しかし、法令・通達等を改正することにより、問題の

ある課税ルール自体を変えれば、税の問題を立法的あるいは行政的に解決することができます。

このように課税ルール自体を変えることが必要なケースでは、税制改正要望が有効です。

税制改正要望サービス

デロイト トーマツは、納税者に対し、成功報酬又は時間報酬で税制改正要望の助言をし、課税ルール自体を

変えるサポートをします。具体的には、現行の課税ルールの問題を精査し、実現可能な法令・通達等の改正案

を提案し、そのように改正されるべき根拠を準備して、税制改正要望の実現を強力にバックアップします。
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